
 

 

都筑区民文化祭実行委員会会則 

 

 

（名 称） 

第１条 本会は「都筑区民文化祭実行委員会」（以下「委員会」という）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 委員会は都筑区民文化祭を実施・運営することによって、区民文化の振興を図ると

ともに、地域コミュニティの醸成を図ることを目的とする。 

 

（構 成） 

第３条 委員会は、区内の文化関係の自主活動団体の代表者等をもって構成する。 

２ 委員会の実行委員（以下「委員」という）は別紙のとおりとする。 

 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は特に定めない。ただし、個人の申し出により退会することができる。 

２ 新規参加の委員は毎年度 1回公募する。ただし、年度途中からの参加は妨げない。 

 

（実行委員総会の招集） 

第５条 実行委員総会（以下「総会」という）は委員長が召集する。 

２ 総会は原則として毎年度２回開催する。 

 

（総会の審議事項） 

第６条 総会は委員長が議長となり次に掲げる事項を審議し、議決する。 

（１）事業計画、事業報告に関する事項 

（２）予算及び決算に関する事項 

（３）役員の選任及び解任に関する事項 

（４）会則等の改正に関する事項  

（５）解散及び残余財産の処分に関する事項 

（６）その他重要事項  

 

（総会の定足数） 

第７条 総会は委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した委員は 

出席者とみなすものとする。 



 

 

（総会の議決） 

第８条 総会の議決は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決する

ところによる。 

 

（役 員） 

第９条 委員会に次の役員を置く。 

（１） 委員長       １名 

（２）  副委員長      ２名 

（３） 事務局長      １名 

（４）  会計         １名 

（５）  会計監査        ２名 

２ 役員は委員の互選により、総会において選任する。 

３ 役員の任期は、次年度の第１回委員総会までの１年間とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（役員の職務） 

第１０条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行す

る。また、副委員長（部会長）は各部会全体の企画運営及び各ジャンル間の調整に当たる。 

３ 事務局長は、委員会の総務、会計、広報等の事務を処理する。 

４ 会計は、委員会の出納事務を処理する。 

５ 会計監査は、委員会の会計を監査する。 

 

（顧 問） 

第１１条 委員会に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は都筑区長とする。 

３ 顧問は、委員長の諮問に応じ、委員会に出席して意見を述べることができる。 

 

（部会の設置） 

第１２条 委員会には、展示部会と舞台部会を置く。 

２．各部会に部会長 1名、会計 1名、ジャンルリーダ―各 1名を置く。 

３．各部会でのジャンル区分は部会長が必要に応じて定める。 

 

（執行者会議の招集及び運営） 

第１３条 執行者会議は委員長が招集する。 



 

 

２ 執行者会議は必要の都度、開催する。 

３ 執行者会議は委員長、副委員長、事務局長、会計（部会会計を含む）、両部会のジャン

ルリーダ、運営チームリーダー及び事務局所属の委員をもって構成する。 

４ 執行者会議の議長は事務局長がその任にあたる。議長は総会で議決した事業内容に沿っ

て諸施策を協議し、具体的な実施内容を決定する。 

 

（執行者会議の審議事項） 

第１４条 執行者会議は事務局長が議長となり次に掲げる事項を審議し、議決する。 

（１）事業計画、事業報告に関する事項 

（２）予算、決算に関する事項 

（３）広報計画、広報物作成に関する事項 

（４）募集要項に関する事項 

（５）参加者説明会に関する事項 

（６）オープニング等のイベントに関する事項 

（７）総会に関する事項  

（８）その他重要事項 

 

（事務局） 

第１５条 委員会は、その事務を処理するため事務局を設置する。 

２ 事務局には事務局長及び総務、会計、広報等の事務局スタッフを置く。 

 

（会 計） 

第１６条 委員会の運営及び事業の執行に要する経費は、補助金、その他の収入をもってこ

れにあてる。 

２ 会計年度は、毎年の４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終了する。 

３ 会計は収支予算案及び収支決算報告書を作成し、毎年度総会で報告し承認を得る。 

 

（解 散） 

第１７条 委員会は、第２条の設置の目的を達成した時、又は都筑区民文化祭の実施が困難

になった時は、総会の議決を経て解散する。 

 

（その他） 

第１８条 この会則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項については総会の

議決を経て委員長が定める。 



 

 

 付 則 

 この会則は、平成１３年６月１５日から施行する。 

 この会則は、平成１４年７月１５日から改定施行する。 

 この会則は、平成２２年７月 １日から改定施行する。 

 この会則は、平成２３年４月 １日から改定施行する。 

 この会則は、平成２５年５月３１日から改定施行する。 

 この会則は、平成２６年 5月９日から改定施行する。 

 

 


